
お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業

（1）① （2）間接補助事業（定率、上限設定あり）
（1）②③ （3）委託事業

地方公共団体等による、公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定、主体ごとの役割を踏まえ
た脱炭素施策の検討・実施、風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング、地域脱炭素実現に
向けた地域中核人材の活用・育成・連携等に対する支援を行う。併せて、地域脱炭素施策に関する課題解
決や横展開に向けた検討を行う。
（1）具体的な脱炭素施策の検討・実施支援
①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援
②主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施支援
③地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討

（2）地域共生・地域裨益型の再エネ導入支援
風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等に対する支援

（3）地域脱炭素実現に向けた中核人材の活用・育成・連携事業
①脱炭素まちづくりアドバイザー派遣・相談
②地域における中核人材育成研修
③地域の実情に応じた官民連携強化

地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策計画、GX2040ビジョン等に基づき行う地域脱炭素の取組は、我が国の2050年ネット・ゼロの実現及びこれと整合的で
野心的な温室効果ガス削減目標の達成に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資することが求められている。
地域脱炭素を実現するためには、地方公共団体が主導となり、自らの事務及び事業の脱炭素化や区域内の脱炭素化に向けた具体的な施策を検討・実施すること、
地域共生・地域裨益型の再エネを導入すること、地域中核人材の活用・育成・連携等を行うことが不可欠であり、そのための支援を全国的・集中的に実施する。

（１）（２）環境省 大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109 （３）環境省大臣官房 地域政策課 電話：03-5521-8328

（1）① 民間事業者・団体等（ただし地方公共団体との共同実施に限る） （2）地方公共団体
（1）②③、（3）民間事業者・団体等

令和8年度～令和12年度

【令和8年度予算（案） 630百万円（新規）】
【令和7年度補正予算額 700百万円】

「宣言から実行へ」。地域脱炭素の実現に向けて、具体的な脱炭素施策の検討・実施、地域人材の育成等を支援します。
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お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業のうち、
（1）具体的な脱炭素施策の検討・実施支援

① 間接補助1／2（上限1,000万円）※対象施設により上限1,500万円
②③ 委託事業

①公共施設等への太陽光発電設備等の導入計画策定支援
民間事業者・団体等との協働による公共施設等における太陽光発電設備等の発電
量調査や日射量調査、屋根・土地形状等の把握、現地調査等、再エネ設備の導入に
向けた計画策定を支援する。

②主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施支援
地球温暖化対策計画等に基づく主体ごとの役割を踏まえ、都道府県等を核とし、管
内市区町村をはじめとする他の地方公共団体や地域の関係者等と共同・連携した具
体的な施策の検討や実施体制の構築、事業の実施等を支援する。

③地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討
地球温暖化対策計画の見直し等を踏まえ、地域脱炭素実現に向けた課題解決や
先行的な取組の横展開等を図るための検討を行う。

地域脱炭素を実現するためには、地方公共団体が主導となり、ゼロカーボンシティ宣言や地方公共団体実行計画の策定等にとどまらず、具体的な
脱炭素施策の「実行」に移すことが求められる。これを後押しするため、公共施設への太陽光発電設備の導入等による自らの事務及び事業の脱炭素化
や、地球温暖化対策計画等に基づく主体ごとの役割を踏まえた区域内の脱炭素化について、その具体的な施策の検討・実施を支援する必要がある。

環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109

① 民間事業者・団体等（ただし地方公共団体との共同実施に限る） ②③民間事業者・団体等

令和8年度～令和12年度

公共施設等への再エネ導入計画策定、主体ごとの役割を踏まえた脱炭素施策の検討・実施を支援します。
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お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業のうち、
（2）地域共生・地域裨益型の再エネ導入支援

間接補助3／4（上限2,500万円）

風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等に対する支援
自治体による風力発電に係る促進区域等の設定に向けたゾーニング等の取組（地
域の特性に応じた適正な環境配慮に係る情報収集、自然環境等調査、マップ作成
等）に対する支援を行う。

2050年ネット・ゼロの実現に向け、地域関係者との合意形成を図り、環境に対して適正に配慮した再エネの導入を最大限推進するため、再エネ促進区
域等の設定に係るゾーニング等への資金面での支援を行う。

環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109

地方公共団体
令和8年度～令和12年度

地域共生型再エネの導入促進に向けて、ゾーニングの実施による計画策定支援や計画実行支援等を行います。

事業イメージ

補助対象

出典：せたな町再生可能エネルギーに係る
ゾーニングマップ（令和５年２月 せたな町）

△陸上風力発電ゾーニングマップ

重ね合わせ

環境保全等に関する情報

地域特性に応じた情報

再エネポテンシャル
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お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業のうち、
（3）地域脱炭素実現に向けた中核人材の活用・育成・連携事業

委託事業

①脱炭素まちづくりアドバイザー派遣・相談
地方公共団体に対して、地域脱炭素実現に向けた総合的な戦略策定や脱炭素事
業創出に関するアドバイザーとして、専門家や企業人材を選定・派遣する。また、多様な
相談を一元的に受け付け、潜在的・包括的な課題を掘り起こし、活用可能な支援制
度等に繋げる機能を設けることで、特に取組初期段階の地方公共団体の底上げを図る。

②地域における中核人材育成研修
地域での脱炭素事業の持続的な実施に必要な中核人材の育成、他地域の中核人
材との相互学習関係の構築を行う。

③地域の実情に応じた官民連携強化
各地域の官民連携強化策として、地方公共団体と地域企業等との協業促進のため
のネットワーキング機会を創出。各地方で開催し、地域の実情に応じたきめ細やかな対
応を行う。

2050年ネット・ゼロの実現に向け、多くの自治体で脱炭素分野の人材不足が課題である。地域課題の解決や地方創生に貢献する取組として脱炭素
事業を計画・実行していくためには、地域の人材が主体的に取り組むことが不可欠である。このため、即戦力としての人材派遣、人材育成、企業・専門家
とのネットワーク構築により、地域脱炭素の実現を担う中核人材を育成し、ノウハウを伝播することで、脱炭素ドミノの実現に貢献する。

環境省 大臣官房 地域政策課 電話：03-5521-8328

民間事業者・団体等
令和8年度～令和12年度

地域での脱炭素実現のための計画づくり、合意形成、事業運営を担う中核人材を育成し、活用と連携を促進します。

事業イメージ

委託先

リーダー人材
（プロデュース）

統合的なビジョンを描き、地域全体をけん引

地域との対話、
関係者の巻き込み

育成する地域中核人材イメージ

地域に利益をもたらす再エネ事業を進めるために必
要となる「地域での合意形成」「行政内部での調
整」「ビジョン・ビジネスモデルの構築」など、直面する
さまざまな課題に挑戦する「地域中核人材」を育成
する

専門人材
（事業化・事業運営）

コーディネート人材
（つなぐ）

個別分野の専門家。
脱炭素技術の設計や導入
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